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議 事 概 要 

協議会名称 津市福祉有償運送運営協議会（令和７年度第２回） 

開催日時 令和７年１０月８日（水） 午前１０時から午前１１時１５分まで 

開催場所 津市役所 ６１会議室（６階） 

出席者 委員１４名 

［委員１４名中、１１名出席］ 

議題 道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について  

⑴ 特定非営利活動法人ホワイトライフについて 

⑵ みえなか農業協同組合について 

⑶ 社会福祉法人洗心福祉会について 

⑷ 社会福祉法人いろどり福祉会について 

協議の概要 「事務局」 

 本日は会長がご欠席のため、副会長に議事の進行をお願いしたいと存じま

す。 

    

「副会長」 

会長に代わって議事進行をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

「副会長」 

事項書「道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について⑴特定非

営利活動法人ホワイトライフ」ですが、審議していただきたいと思います。 

 

「事務局」 

【概要説明】 

 

「会長」  

 それでは「特定非営利活動法人ホワイトライフ」より、福祉有償運送に係

る道路運送法第７９条の６に基づく更新申請について説明をお願いします。 

 

「特定非営利活動法人ホワイトライフ」 

【事業運営状況説明】 

 

「副会長」   

これより、質問を受けたいと思います。どなたでも結構ですので、質問は

ございますか。 

 

「委員」   

２名の道路交通法違反があるが、これは業務中の違反ですか。また、当該

違反について指導は行いましたか。 

 



2 

 

「ホワイトライフ」  

プライベートでの道路交通法違反です。違反者に対しては口頭指導を行っ

ており、ペナルティについては科していません。また、わたしが安全運転管

理者であるため、年に数回の安全運転研修を行っています。  

 

「委員」     

加入している保険の人身傷害については車外及び車内の両方に適用され

ていますか。 

 

「ホワイトライフ」 

 人身傷害については無制限、１台については１名につき３，０００万円で

す。 

 

「委員」     

移動支援とは具体的にどのような内容ですか。 

 

「ホワイトライフ」 

 主に買い物やレジャーが多数です。そのほかには官公庁や美容院などがあ

ります。 

 

「委員」     

南伊勢町の区域への移動支援を利用している方は、南伊勢町に住んでいる

方ですか。 

 

「ホワイトライフ」 

 津市のグループホームで生活しているが、住民票は異動させていない方で

す 

 

「副会長」   

他に質問はありますか。 

 

【質問なし】 

       

「副会長」 

それでは、ただいまから協議に入ります。 

「特定非営利活動法人ホワイトライフ」から提出された、福祉有償運送に係

る道路運送法第７９条の６に基づく更新申請について、委員の皆さんからの

ご意見はありますか。 

 

 〇以下質疑応答 

「各委員」 

特になし。 

 

「副会長」   

それでは、「特定非営利活動法人ホワイトライフ」から提出された更新申

請についてお諮りします。この申請については、協議が整ったこととして、
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よろしいでしょうか。 

 

◆特定非営利活動法人ホワイトライフの申請に係る審議 

 

「各委員」 

 問題なし。 

 

「副会長」 

 協議が調ったとします。 

 

「副会長」 

 事項書「道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について⑵みえな

か農業協同組合」ですが、審議していただきたいと思います。 

 

「事務局」 

【概要説明】 

 

「副会長」 

それでは「みえなか農業協同組合」より、福祉有償運送に係る道路運送法

第７９条の６に基づく更新申請について説明をお願いします。 

 

「みえなか農業協同組合」 

【事業運営状況説明】 

 

「副会長」 

 委員の皆さんから直接ご質問はいかがでしょうか。 

 

「委員」   

 申請書の住所と提出資料の住所が異なっているが、正しい住所はどちらで

すか。 

 

「みえなか農業協同組合」 

 本店が松阪市で福祉有償運送を行っているあいけあセンターが津市であ

るため、異なる住所を記載しています。 

 

「委員」   

一般的には登記を行っている住所で申請する必要があるため、修正をお願

いします。 

 

「みえなか農業協同組合」    

修正します。 

 

「委員」     

自動車登録のトヨタ車において、登録年と年式が異なっていますが、どち

らが正しいですか。 
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「事務局」   

 自動車の年式については自動車が製造された年であり、登録年については

みえなか農業協同組合での使用においてリース会社が登録を行った年とな

ります。 

 

「委員」     

 先ほどの申請書の記載住所について、法人住所と福祉有償運送を行ってい

る事業所の住所のどちらを記載するべきか事務局が示す必要があると思い

ます。 

 

「事務局」    

申請書の記載内容について、事務局で整理します。   

 

「副会長」 

他に質問はありますか。 

 

【質問なし】 

       

「副会長」 

それでは、ただいまから協議に入ります。 

「みえなか農業協同組合」から提出された、福祉有償運送に係る道路運送法

第７９条の６に基づく更新申請について、委員の皆さんからのご意見はあり

ますか。 

 

 〇以下質疑応答 

「各委員」 

特になし。 

 

「副会長」   

それでは、「みえなか農業協同組合」から提出された更新申請についてお

諮りします。この申請については、協議が整ったこととして、よろしいでし

ょうか。 

 

◆みえなか農業協同組合の申請に係る審議 

 

「各委員」 

 問題なし。 

 

「副会長」 

 協議が調ったとします。 

 

「副会長」 

 事項書「道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について⑶社会福

祉法人洗心福祉会」ですが、審議していただきたいと思います。 

 

「事務局」 
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【概要説明】 

 

「副会長」 

それでは「社会福祉法人洗心福祉会」より、福祉有償運送に係る道路運送

法第７９条の６に基づく更新申請について説明をお願いします。 

 

「洗心福祉会」 

【事業運営状況説明】 

 

「副会長」 

 委員の皆さんから直接ご質問はいかがでしょうか。 

 

「委員」   

 今回の福祉有償運送の申請区域については津市のみですか。 

 

「洗心福祉会」 

 各自治体へ申請しておりまして、今回は津区域のみを記載しています。 

 

「委員」 

 運輸局へ申請する際は、すべての区域に関する資料をそろえた状態でお願

いします。 

 

「洗心福祉会」 

わかりました。 

 

「委員」 

１名の道路交通法違反があるが、これは業務中の違反ですか。また、職場

全体として研修などは行っていますか。 

 

「洗心福祉会」 

プライベートによるものです。職場全体としてセーフティドライブ研修を

行っています。 

 

「副会長」   

他に質問はありますか。 

 

【質問なし】 

       

「副会長」 

それでは、ただいまから協議に入ります。 

「社会福祉法人洗心福祉会」から提出された、福祉有償運送に係る道路運送

法第７９条の６に基づく更新申請について、委員の皆さんからのご意見はあ

りますか。 

 

 〇以下質疑応答 

「各委員」 
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特になし。 

 

「副会長」   

それでは、「社会福祉法人洗心福祉会」から提出された更新申請について

お諮りします。この申請については、協議が整ったこととして、よろしいで

しょうか。 

 

◆社会福祉法人洗心福祉会の申請に係る審議 

 

「各委員」 

 問題なし。 

 

「副会長」 

 協議が調ったとします。 

 

「副会長」 

 事項書「道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について⑷社会福

祉法人いろどり福祉会」ですが、審議していただきたいと思います。 

 

「事務局」 

【概要説明】 

 

「副会長」 

それでは「社会福祉法人いろどり福祉会」より、福祉有償運送に係る道路

運送法第７９条の６に基づく更新申請について説明をお願いします。 

 

「社会福祉法人いろどり福祉会」 

【事業運営状況説明】 

 

「副会長」 

 委員の皆さんから直接ご質問はいかがでしょうか。 

 

「委員」 

１名の道路交通法違反があるが、これは業務中の違反ですか。また、職場

全体として研修などは行っていますか。 

 

「いろどり福祉会」 

プライベートによるものです。職場全体として毎月勉強会を行っていま

す。 

 

「委員」 

 申請書の法人住所が誤っているため修正をお願いします。 

 

「いろどり福祉会」 

申請書の記載内容について修正します。 
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「副会長」   

他に質問はありますか。 

 

【質問なし】 

       

「副会長」 

それでは、ただいまから協議に入ります。 

「社会福祉法人いろどり福祉会」から提出された、福祉有償運送に係る道路

運送法第７９条の６に基づく更新申請について、委員の皆さんからのご意見

はありますか。 

 

 〇以下質疑応答 

「各委員」 

特になし。 

 

「副会長」   

それでは、「社会福祉法人いろどり福祉会」から提出された更新申請につ

いてお諮りします。この申請については、協議が整ったこととして、よろし

いでしょうか。 

 

◆社会福祉法人いろどり福祉会の申請に係る審議 

 

「各委員」 

 問題なし。 

 

「副会長」 

 協議が調ったとします。 

 

「会長」 

その他に連絡事項などある方はいらっしゃいますか。 

 

「各委員」 

特になし。 

 

「事務局」 

本日、運営協議会でご協議いただく事項につきましては全て終了となりま

す。ご協議いただきありがとうございました。 

 今後の運営協議会の予定についてご連絡させていただきたいと思います。

今年度更新申請が必要な事業者があることから、次回の第３回協議会につき

まして、令和８年２月頃の開催を予定しております。 

 会長とも相談させていただきまして、開催日が決定しましたら、連絡をさ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

「会長」 

それでは、以上をもちまして、令和７年度第２回津市福祉有償運送運営協

議会を閉会いたします。 
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協議事項 ・道路運送法第７９条の６の更新申請に係る協議について 

⑴ 特定非営利活動法人ホワイトライフ 

協議が調った。 

 

⑵ みえなか農業協同組合 

協議が調った。 

 

⑶ 社会福祉法人洗心福祉会 

協議が調った。 

 

⑷ 社会福祉法人いろどり福祉会 

協議が調った。 

 


